
都市計画提案制度手続きフロー

提案者 栗東市 関係機関 (備考)

事前相談書提出

５条１項

市の助言

５条３項

関係課意見照会
５条２項 ※ 提案後取り下げ（中止）する

ことも可能です。

計画提案提出

３・４・６・７・８条審査
補正あり

補正なし

※ 審査の結果、不適当となった

場合、もしくは補正提出をされ

なかった場合は却下通知を

提案者にお渡しします

９条

市判断

不適当

条

適当

補正提出

提案者にお渡しします。

（１０条、１１条）

関係課意見照会

条

※ 市判断で不適当となった場合も

都市計画審議会において、

審議をします１４条

都市計画審議会

採用通知

１３条 審議をします。

その結果、都市計画審議会で

適当となった場合は、再び市で

判断した後、都市計画審議会で

再度審議をします。

不採用通知

不適当 適当
※ 市判断で適当となった場合も、

都市計画審議会において、

不適当となった場合は不採用と
採用通知

市素案作成

市原案作成

１３条２項

関係機関
事前協議

不適当とな た場合は不採用と

なります。

策定通知
１３条３項

１７条縦覧

１５条

開催通知

（陳述があれば提出）

決定告示

都市計画審議会


